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宮城県警察文書管理システム運用要綱の一部改正について（通達）

宮城県警察文書管理システムの運用については、「宮城県警察文書管理システム運

用要綱の一部改正について（通達）」（平成２６年３月１４日付け宮本総第２３７号）

により実施してきたところであるが、この度、別添のとおり宮城県警察文書管理シス

テム運用要綱の一部を改正したので通達する。

なお、これに伴い、前記通達は廃止する。

記

１ 改正の要点

⑴ 運用担当補助者の指名については、運用責任者が行うこととした。

⑵ 管理対象情報の分類について規定した。

⑶ その他文言の整理を行った。

２ 施行期日

令和元年１０月１日



別添

宮城県警察文書管理システム運用要綱

１ 趣旨

この要綱は、宮城県警察文書管理規程（平成１３年宮城県警察本部訓令第４号。

以下「訓令」という。）第２条第１５号に規定する宮城県警察文書管理システム（以

下「文書管理システム」という。）による文書管理の適正かつ効率的な運用に関し

必要な事項を定めるものとする。

２ 構成

文書管理システムの運用は、「宮城県警察情報管理システム運用管理要綱の改正

について（通達）」（平成２３年６月２０日付け宮本情第６４５号。以下「情報管理

要綱」という。）に規定する宮城県警察情報管理システムの機器及びこれらの用に

供するプログラムを用いて行う。

３ アクセス権の付与

文書管理システムの利用に必要なアクセス権の付与については、情報管理要綱の

規定により行うものとする。

４ 管理体制

⑴ 総括管理者

ア 警察本部に総括管理者を置き、総務部長をもって充てる。

イ 総括管理者は、文書管理システムの運用及び維持管理に関する事務を統括す

る。

⑵ 運用管理者

ア 警察本部に運用管理者を置き、総務部総務課長をもって充てる。

イ 運用管理者は、文書管理システムの運用に関する事務を行う。

⑶ システム管理者

ア 警察本部にシステム管理者を置き、総務部情報管理課長をもって充てる。

イ システム管理者は、文書管理システムの維持管理に関する事務を行う。

⑷ 所属管理者

ア 各所属に所属管理者を置き、所属長をもって充てる。

イ 所属管理者は、所属における文書管理システムの運用及び維持管理に関する

事務を行う。

⑸ 運用責任者

ア 各所属に運用責任者を置き、訓令第４条に規定する文書管理責任者をもって

充てる。

イ 運用責任者は、文書管理システムにおける訓令第５条に規定する職務を行う。

⑹ 運用担当者

ア 各所属に運用担当者を置き、訓令第６条に規定する文書管理担当者をもって

充てる。

イ 運用担当者は、文書管理システムにおける訓令第７条に規定する職務を行う。

⑺ 運用担当補助者



ア 各所属に運用担当補助者を置き、運用責任者が指名するものとする。

イ 運用担当補助者は、文書管理システムの収受、保管、保存、廃棄等の事務

を行う。

⑻ 利用者

前記３により文書管理システムの機能を利用する権限を与えられた職員をい

い、原則として全職員が利用することができる。

５ 運用時間

文書管理システムは、２４時間運用とする。ただし、保守等により運用の停止を

必要とする場合は、この限りでない。

６ 登録情報の保存期間

文書管理システムの起案登録、収受登録、文書修正等により電子的に記録された

情報及び文書のデータ（以下「登録情報」という。）の保存期間は、訓令第３２条

の規定に準ずるものとする。

７ 登録情報の抹消

保存期間が満了した前記６の登録情報については、当該登録情報に係る文書が廃

棄されたことを確認した上で、システム管理者が当該登録情報の抹消を行うものと

する。

８ 安全の確保

⑴ 情報セキュリティ

文書管理システムの情報セキュリティについては、宮城県警察情報セキュリテ

ィに関する訓令（平成１６年宮城県警察本部訓令第１６号）のほか、宮城県警察

における警察情報セキュリティポリシーについて規定した訓令、通達等により取

り扱うものとする。

⑵ 管理対象情報の分類

文書管理システムに係る情報の分類については、次の表のとおりとする。

管理対象情報の分類 機密性 完全性 可用性

文書管理システム ２（中） ２（高） ２（高）

⑶ 遵守事項

利用者は、次に掲げる事項を行ってはならない。

ア 文書管理システムの安全性又は有効性を低下させる行為を行うこと。

イ 総括管理者が認めた場合を除き、文書管理システムを構成する機器の増設、

交換若しくは改善を行い、又はソフトウェアの追加、削除若しくは変更を行う

こと。

ウ 文書管理システムに係るドキュメント（システム設計書、プログラム仕様書

等の文書又は電磁的記録をいう。）及びプログラムを職員以外の者に不正に交

付し、又は遺棄、毀損若しくは亡失すること。

９ 指導教養

運用管理者及びシステム管理者は、文書管理システムの有効かつ安全な利用を確

保するため、利用者に対し必要な指導教養を行うものとする。

１０ その他



この要綱に定めるもののほか、文書管理システムの運用に関し必要な事項は、別

に定める。


